
ドコモレピータ設置規約 

(2020.07) 

第１条 適用 

本契約は、株式会社NTTドコモ（以下「当社」といいます）の提供する

FOMA又はLTEサービスの電波状況改善を目的とした機器であるドコモレ

ピータ本体及び付属品（以下総称して「装置」といいます）の設置・利

用等に関して、自己の名義で当社とFOMA契約（但し、プリペイドデー

タプランを除く）、Xi契約又は５G契約（以下「FOMA／Xi／５G契約」

といいます）を締結しているお客様のうち、装置の設置・利用等を希望

するお客様と当社の間の契約条件を定めるものです。本契約を締結しな

いお客様は、装置を設置・利用等することはできません。 

第２条 契約の成立 

本契約は、当社が事前に本契約の締結を認めたFOMA／Xi／５G契約に関

して、当社が別に定める方法に従い、書面又は電磁的方式により同意し

たときに成立し、本契約が成立したお客様（以下「契約者」といいま

す）と当社との間で適用されます。 

２．前項の規定にかかわらず、お客様が、当社が別途定める一定の条件

を満たした場合、当社は、お客様が当社と本件FOMA／Xi／５G契約を締

結していない場合でも、本契約の締結を認める場合があります。なお、

この場合、本契約に規定される本件FOMA／Xi／５G契約にかかる条件

は、当該お客様との契約には適用されないものとします。 

第３条 契約条件 

本契約を締結することができるのは、自己の名義で当社と本件

FOMA／Xi／５G契約を締結しているお客様に限られ、一つの本件

FOMA／Xi／５G契約につき装置を１台設置できるものとします。 

２．装置を設置する場所は、本件FOMA／Xi／５Ｇ契約の契約者住所若し

くは請求書送付先住所として当社に登録されている住所、又は、本件

FOMA／Xi／５G契約のFOMA/LTEサービスを主に利用する住所(住居・オ

フィス等) のうち、契約者が申し出て当社が了承した住所とし、一つの

設置場所に設置できる装置は１台までとします。 

３．前二項の定めにかかわらず、別途当社の定める条件に適合する場

合、同一設置場所（住所）に限り、FOMA／Xi／５Ｇ契約の契約電話番号

１契約につき、装置を２台まで設置できるものとします。 

第４条 装置の所有権 

装置の所有権は当社に帰属します。 

第５条 設置費用 

当社は、当社又は当社の指定する工事施工業者（以下「当社等」といい

ます）が装置の設置及び撤去を行う場合においても、当社が簡易と判断

する工事（以下「簡易工事」といいます）による場合には、当該設置及

び撤去に要した費用を契約者に請求しません。但し、簡易工事が契約者

の責に帰すべき事由により必要になったと当社が認める場合は、当社は

契約者に簡易工事の費用を請求することができるものとし、この場合に

は次項の規定を準用します。 

２．装置の設置場所等の事情により、装置設置時又は撤去時に簡易工事

の規模を超える工事（以下「オプション工事」といいます）を要すると

当社が判断した場合は、原則として当社は事前に契約者に見積金額を提

示するものとし、契約者は当社に対し、オプション工事実施のために実

際に要した費用（以下「オプション工事費用」といいます）を当社が別

途定める支払期日までに支払うものとします。 

３．装置の設置又は撤去に関する工事を実施するにあたり、家主その他

利害関係人があるときには、契約者は予め必要な承諾を得るものとしま

す。 

４．契約者は、当社の指示に基づき契約者自身（第三者に委託した場合

を含みます）において装置の設置及び撤去を行う場合、その費用を当社

に請求しないものとします。 

第６条 損害賠償 

当社は、契約者が装置を紛失した場合、契約者に対して装置１台ごとに

40,000円（非課税）の損害賠償を請求することができるものとし、契約

者は、その支払いに応じるものとします。なお、契約者において、第9

条第1項に基づき決定した装置の撤去時期又は第9条第2項各号に定める

事由が生じたときから30日以内に装置撤去が完了しない又は装置撤去の

ための連絡が取れない場合、当社は契約者が装置を紛失したものとみな

し、本条に基づく損害賠償を請求することができるものとします。 

２．契約者が、本契約に従って装置を返却すべき場合において、故意に

当社に装置を返却しない場合、装置の回収に要した費用（弁護士費用や

回収業者費用を含む）を前項の損害賠償とは別に契約者に請求すること

ができるものとし、契約者は、その支払いに応じるものとします。な

お、本項の規定は、契約者の故意による場合以外に、当該費用を請求し

ないことを約束するものではありません。 

３．契約者は、故意又は過失により装置を破損した場合、装置の修理費

用相当額（課税対象）を支払うものとします。但し、修理費用は装置本

体価格相当額（40,000円）を超えないものとします。 

第７条 電気代 

装置の稼動に要する電気代等は、契約者が負担するものとします。 

第８条 禁止事項 

契約者は、善良な管理者の注意をもって装置を保管するものとし、次の

各号に掲げる行為を行わないものとします。 

（１）装置の運用、維持及び管理にあたり、電波法及び電気通信事業法

に基づく、当社からの指示に従わないこと 

（２）緊急の場合を除き、当社の指示なく、装置の電源をON/OFFする

こと 

（３）当社の指示なく、装置の設置場所を変更すること 

（４）装置の損壊、分解又は改造等 

（５）装置の譲渡、質入、転貸等又は本契約に基づく権利・義務の第三

者への譲渡 

（６）装置をFOMAサービス又はLTEサービスの電波状況改善の目的以外

で使用すること 

第９条 契約の終了 

次の各号に掲げる場合には、契約者は、当社等による装置の撤去又は当

社の指示に基づく装置の撤去に応じるものとし、当社が装置の撤去を確

認、又は装置の紛失を確認した（第6条に基づき、契約者が装置を紛失

したものとみなした場合を含む）時点で本契約は自動的に終了するもの

とします。なお、装置の撤去時期については、当社及び契約者が協議の

上、決定するものとします。なお、契約者は第１号、第２号、第４号及

び第８号に定める事由が生じた場合は、速やかに当社にその旨を届け出

るものとします。契約者より届出があった場合、当社は契約者に対し、

その届出のあった事実を証明する書類の提示を求めることができ、契約

者はその求めに応じるものとします。 

（１）契約者が装置の撤去を希望する場合 

（２）契約者が、第2条第1号の同意に際して事実に反し、又は事前の当

社への申告内容と異なる申告を行ったことが判明した場合 

（３）設置場所周辺の電波状況が改善することにより、装置を利用しな

くても十分な通話品質が確保できるようになった場合 

（４）装置を設置しても、電波状況が全く改善されない場合 

（５）契約者が、装置の設置場所の移動（同一住所内の移動を除く）を

希望する場合 

（６）本件FOMA／Xi／５G契約が解約・契約変更・電話番号保管された

場合 

（７）本件FOMA／Xi／５G契約の契約内容が変更され、第３条に定める

契約条件を満たさなくなる場合 

（８）契約者が本契約に規定している事項に違反した場合 

（９）その他当社が装置を設置しておく必要がないと判断した場合 

２．次の各号に定める場合には、本契約は当然に終了するものとしま

す。 

（１）不可抗力等、当社の責に帰さない事由により装置の使用が困難に

なった場合 

（２）契約者の転居先不明、長期の不在等により、当社が契約者と連絡

を取れなくなる等、当社が本契約を継続できないと判断した場合 

第１０条 装置の移動 

 契約者は、装置の設置場所の同一住所内の移動を希望する場合、当社

が移動可能と判断し、契約者に対する装置移動の指示又は当社等による

移動を実施するものとします。当社等が、契約者の申し出に従い、簡易

工事施工又はオプション工事施工の装置を移動する場合は費用を請求す

ることができるものとします。 

２．原則として当社は事前に契約者に見積金額を提示するものとし、契

約者は当社に対し、簡易工事施工又はオプション工事施工の装置を移動

するために要した費用を当社が別途定める支払期日までに支払うものと

します。 

第１１条 装置の維持・装置位置情報の取得等 

装置は、当社の携帯電話サービス用の電気通信設備として当社等によっ

て維持、保守、修理及び管理（以下「維持等」といいます）されるもの

とし、契約者は当社等による維持等に必要な協力を行うものとします。 

２．装置は、装置の位置情報を当社等に発信する機能を有しています。

契約者は、装置の維持等の目的のため、当社等が必要と判断したとき

に、装置が当社等に対して当該位置情報を発信し、当社等が当該位置情

報を利用することに同意します。 

３．装置は、電源の遠隔自動制御機能を有しています。契約者は、装置

の維持等の目的で、当社等が必要と判断したときに、装置の電源を自動

的にON又はOFFすることに同意します。 

４．当社は、装置の維持等のために必要があると認めた場合は、あらか

じめ契約者の了承を得た上で、自ら又は当社が指定する第三者をして装

置の設置場所に立ち入ることができるものとします。 

第１２条 延滞利息 

契約者は、本契約に基づき支払うべき債務について、支払期日を経過し

てもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日ま

での日数について、年１４．５％の割合で計算して得た額を延滞利息と

して支払うものとします。但し、支払期限の翌日から起算して１５日以

内に支払った場合は、この限りではありません。 

第１３条 責任の範囲 

本契約に基づく装置の設置（当社等による装置の設置、設定、移動、修

理、撤去等を含む）に関し、契約者の責に帰さない事由により契約者に

損害が生じた場合（装置の設置先住所の建物、家財等の物品に損害を与

えた場合を含む）、当社が負う損害賠償金額は、9,000円を限度としま

す。 

２．当社の指示に基づく契約者自身による設置、撤去、移動等に伴い発

生した損害、及び装置が適切な方法で使用、管理されなかった場合の装

置の使用又は管理に起因して発生した損害・法令違反については、契約

者の責任と費用において処理、解決するものとします。  

３．本契約に関して契約者に発生した損害が当社の故意又は重大な過失

による場合は、本契約において当社を免責し、又は責任を制限する規定

は適用しません。 

 

第１４条 効果 

契約者は、装置を設置しても電波状況が改善されない場合があることを

あらかじめ了承するものとします。 

第１５条 個人情報の取扱い 

当社は、本契約に関連して契約者から取得した氏名、住所、連絡先等の

個人情報を当社のプライバシーポリシーに従って適切に取り扱うものと

し、装置の設置、管理等その他本契約に関連する業務のために使用する

ことができるものとします。 

第１６条 債権の譲渡等 

契約者は、当社が本契約書に関わる債権を、当社が定める第三者（以下

「請求事業者」といいます）に譲渡することを承認するものとします。

この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は

譲渡承認の請求を省略するものとします。 

２．契約者は、当社が前項の規定に基づき、請求事業者へ債権を譲渡す

る場合において、氏名、住所及びFOMA／Xi／５G契約電話番号等の当社

が保有する契約者に関する情報（請求事業者が、本契約書に関わる債権

を請求するために必要な情報に限る）を当社が請求事業者へ提供する場

合があることにあらかじめ同意するものとします。 

３．契約者は、当社が第1項の規定に基づき、請求事業者へ譲渡した債

権に係る情報（請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が

定めるものに限る)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあら

かじめ同意するものとします。 

第１７条 紛争の解決 

本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所又は契約者の住所地の地

方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 

第１８条 準拠法 

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するも

のとします。 

第１９条 正本 

本契約は、日本語を正本として締結されるものであり、他の言語に翻訳

されたものが存在する場合であっても、当該翻訳版はあくまで参考のた

めに作成されるものに過ぎず、いかなる法的拘束力をもたないものとし

ます。 

第２０条 協議 

本契約に規定のない事項、又は本契約の解釈に関し、疑義が生じた場合

には、契約者、当社双方誠意をもって協議の上解決するものとします。 

 

 

 

 


